
一般質問通告書 

 

 岩美町議会会議規則第６１条第２項の規定により、一般質問したいので通告します。 

 

                          令和元年１２月 ９日 

 

岩美町議会議長 足立 義明 様 

 

                  岩美町議会議員  杉村 宏    印 

 

 

記 

 

質 問 事 項 質  問  要  旨 

１．町内救急搬送の実態は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１００円バスを新年度か

ら 

 

 

 

 

 

 

 

町内救急搬送の実態を町民との共通理解としたい。 

１．町内から１１９番通報を行い、町内各地（東、田後、

網代、大岩、小田、蒲生）の時間的以遠住居における、

救急車両搭乗者による応急対応が行われるまでの時間、

及び、その後、岩美病院搬送に必要とする時間は、どの

程度と把握しているか。 

２．岩美病院対応が困難な場合は、県立中央病院等に向

かうこととなると考えるが、それに要する時間はどの程

度と考えているか。 

３．ドクターヘリでの対応を町内では聞かないが、時間

等を比較してどうか。また、ドクターヘリ体制維持のた

めの町の負担はどの程度か。 

 

日本の各所で様々な生活移動手段確保の方策が試み

られており、様々な世代において、適する交通手段を確

保することは自治体の大きな責務となっている。当町で

も、町民の方々の高齢化が進み、運転免許自主返納の加

速化もあり、町内公共交通に期待する切実の度合いは増

している。そして、昨年、町内公共交通に関するアンケ

ートに町民の皆様は応え、その対策に期待されながら

も、町行政からの提案は未だなされていない。 

しかし、抜本的で理想的な対策を示すことはなかなか 

＊ 「要旨」であるためには、少なくとも内容についての具体性がなければならない。 

「何々一般」というようなものは、要旨にはならない。 



質 問 事 項 質  問  要  旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．岩美病院医師の負担軽減

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．岩美病院管理の医師住宅

は民間払い下げを 

 

困難だ。それまでの間も含めて、新年度から、町内バス

利用料金を１００円均一とすることに踏み切るべきだ。 

１．「平成３０年度岩美町の交通実態に関するアンケー

ト（結果）」を受けて、交通事業者や地元代表者との協

議はどうなったか。 

２．町行政が示す方針案の作成や提案はいつ行うのか。 

３．当町において、１００円バスは、種々な「移動革命」

と呼ばれている方法に至る暫定的な手段だと考える。町

営バスの料金を１００円均一にした場合のメリット・デ

メリットをどう考えるか。 

４．町営バスの１００円料金移行は、料金のみの変更で

あるため、新年度からの実施も可能で、実施すべきだ。

町長の考えはどうか。 

５．町内を運行する民間バス路線の、岩美駅又は岩美病

院を起点として、南側・西側とも町内部分は１００円均

一にした場合のメリット・デメリットをどう考えるか。 

６．民間バス路線の料金変更の協議を早急に行うべき

だ。町長はどう考えるか。 

 

岩美病院の救急医療は、４０００万円の赤字であり、

その負担は当町が行っている。また、医師等、医療従事

者の人的負担も大きい。一方、救急医療を受けるため、

兵庫県新温泉町から鳥取県内救急病院に搬送された人

数は、同町の搬送総数の４割を占め、そのうちの多くを

岩美病院が受け入れている。 

岩美病院と、兵庫県内における近隣病院である浜坂病

院は、救急医療を行っていない。同病院から週１回程度

の当直医師の派遣を受け入れたいと考えている。派遣費

用は兵庫県側にご負担願いたい。町長の考えはどうか。 

 

岩美病院の医師住宅の実態説明を求め、民間払い下げ

を考えたい。 

１．岩美病院の医師住宅の棟数と、利用実態はどうか。 

２．岩美病院周辺においても、民間の居住施設は増加し、

医師住宅の機能は岩美病院の近隣民間施設で代替でき

ると考える。医師住宅の民間払い下げの考えはないか。 

＊ 「要旨」であるためには、少なくとも内容についての具体性がなければならない。 

「何々一般」というようなものは、要旨にはならない。 


